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生徒への校務上の連絡について 

 

平素より本校の活動に関してご理解とご支援を賜り感謝申し上げます。 

さて、本校では、これまで沖縄県教育委員会からの通知を踏まえ、教職員が児童生徒へ校務

上の連絡を行う場合は、原則として学校の電話を使用し、職員私用の携帯電話や電子メールを

使用しないこと及びやむを得ず教職員が電子メール等を使用する場合は管理職が連絡内容等

を把握できるようにすることとし、また、教職員が児童生徒とメール等で私的なやり取りを行

うことを禁止してきたところです。 

その一方で、文部科学省の GIGA スクール構想1では児童生徒がクラウドサービスを活用した

授業が前提となっているなど、教職員と児童生徒との校務上の連絡では、積極的なクラウドサ

ービスの活用が求められています。 

これらの事情を踏まえ、今般、沖縄県教育委員会から、教職員が児童生徒への校務上の連絡

については、原則として、学校の電話を使用するか、ＯＰＥＮアカウント2で利用できるＷｅｂ

サービス等を使用するよう通知があったところです。 

当該通知を踏まえ、本校においては、別紙のとおり生徒への校務上の連絡について取扱いを

定めましたので、お知らせします。 

保護者各位におかれましては、生徒へ御指導いただくとともに、本校の対応について、御理

解、御協力をよろしくお願いします。 

 

 

以上 

 
1 児童生徒の 1 人 1 台端末と教育用クラウドサービス等を活用し個別最適化された学び、協働的

な学び 

を実現する取り組み。 
2 沖縄県教育委員会が県内公立学校教職員と県立学校の児童生徒に配布している Microsoft 社及

Google 社の Web サービスを利用できる電子メールアドレス。 


